
太平洋クロマグロの資源状況と管
理の方向性について 

平成２８年８月 



Ⅰ．太平洋クロマグロを巡る国際情
勢について 
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 産卵場は、日本水域が中心（南西諸島から台湾東方沖、日本海南西部） 

 小型魚の一部は、太平洋を横断して東部太平洋まで回遊（メキシコにより漁獲） 
 

回遊 

産卵場 

産卵期： 日本南方～台湾東沖  ４～７月 

       日本海 ７～８月 

１．太平洋クロマグロの分布・生態について 
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• 0歳： 19.1cm   0.2kg 

• 1歳： 58.6cm   4.4kg 

• 2歳： 91.4cm  16.1kg 

• 3歳：118.6cm  34.5kg 
     （全体の20%が成熟） 

• 4歳：141.1cm  58.4kg 
     （全体の50%が成熟） 

• 5歳：159.7cm  85.2kg 
     （全体の100%が成熟） 

※ 南西諸島での産卵時期は4～7月 

 ３歳で一部が成熟開始、５歳で全てが成熟。 

 体長１m程度では未成熟魚。 

２．太平洋クロマグロの成長について 
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資料：ISCクロマグロ資源評価レポート（2016年） 
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３．太平洋クロマグロの国別・漁法別漁獲状況 

資料：ISC16レポート（2016年※2015年は暫定値） 

漁獲量（トン） 

国別漁獲量 
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漁法別漁獲量 
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年 

４．太平洋クロマグロの年齢別漁獲状況 

資料：ISCクロマグロ資源評価レポート（2016年） 

漁獲尾数の大半は小型魚 

大型魚（４歳以上）
の漁獲はわずか 

２歳魚：主としてメキシコのま
き網（蓄養向け） 

３歳魚：主としてメキシコのま
き網（蓄養向け）、日本海ま
き網（主に食用向け） 

４歳魚以上：主としてはえ縄、
津軽海峡の漁業（手釣りなど）
（食用向け） 

０歳魚：主として曳き縄、西日本の
まき網（食用、養殖向け） 

１歳魚：主として西日本のまき網、
曳き縄、韓国のまき網（食用） 
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０歳魚 １歳魚 



５．各漁業が親魚量に与えるインパクト 

東部太平洋漁業 

西部太平洋沿岸漁業 

西部太平洋まき網漁業 

（大型魚対象） 

西部太平洋まき網漁業 

（小型魚対象） 

西部太平洋はえ縄漁業 

14.4% 

32.0% 

  5.3% 

47.0% 

  1.3% 

6 資料：ISCクロマグロ資源評価レポート（2016年） 



６．２０１６年の漁獲状況（暫定値） 

H28年 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 

大
臣
管
理
漁
業 

近海竿釣り漁業 月別 0t 0t 0t 0t 0t 0t 

  累計 0t 0t 0t 0t 0t 0t 

かじき等流し網漁業等 月別 0t 0t 0t 1t 0t 2t 

  累計 0t 1t 1t 2t 2t 3t 

(毎年1.1～12.31の間)106t 
累計
合計 

0t 1t 1t 2t 2t 3t 

大中型まき網漁業 月別 0t 1t 0t 0t 7t 656t 

（毎年1.1～12.31の間）2,000t 累計 0t 1t 1t 1t 8t 664t 

沿
岸
漁
業 

太平洋北部 月別 0t 0t 0t 0t 5t 54t 

（H27.1.1～H28.6.30の間）346t 累計 464t 464t 464t 464t 469t 524t 

太平洋南部・瀬戸内海 月別 32t 9t 13t 11t 5t 2t 

（H27.1.1～H28.6.30の間）392t 累計 168t 177t 190t 201t 206t 208t 

日本海北部 月別 3t 6t 5t 1t 4t 42t 

（H27.1.1～H28.6.30の間）625t 累計 502t 508t 514t 515t 519t 561t 

日本海西部 月別 5t 13t 6t 2t 4t 8t 

（H27.1.1～H28.6.30の間）150t 累計 53t 66t 72t 75t 79t 87t 

九州西部 月別 75t 102t 25t 3t 79t 57t 

（H27.1.1～H28.6.30の間）1,269t 累計 470t 572t 597t 600t 679t 736t 

水産庁留保 月別 0t 0t 0t 0t 0t 0t 

28t 累計 0t 0t 0t 0t 0t 0t 

計 月別 115t 130t 50t 17t 97t 164t 

2,810t 累計 1,657t 1,787t 1,838t 1,854t 1,951t 2,115t 

      

30kg未満の小型魚 総計 月別 116t 131t 50t 17t 104t 822t 

H28年 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 

（年間）
4,882t 

月別 42t 45t 9t 35t 213t 1,900t 

累計 42t 87t 96t 131t 344t 2,244t 

≪東部太平洋≫ 

・1月1日～７月31日…2,910トン 

 うちメキシコ 2,904トン 

米国    6トン 
 

（資料：IATTC） 

≪日本の漁獲量≫ 
【30kg未満の小型魚】 【30kg以上の大型魚】 

（資料：水産庁HP） 
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 ７．2016年太平洋クロマグロ資源評価 
（2016年2月29日～3月11日の間、北太平洋まぐろ類国際科学小委員会（ISC）により実施） 

○ 1952年～2014年までの資源変動の評価（前回は～2012年） 

 過去に遡り見直し 

• 過去データの再検討 

• データ処理方法（CPUE標準化）の改善 

• 評価モデルの改善  等 
 

○ 将来予測の実施 

 複数の漁獲シナリオ 

• 現行措置*の継続実施 

• 小型魚漁獲量を更に10%削減 等 

 

*【現行措置】 

WCPFC: ①漁獲努力量を2002-2004年より増大しない、 

       ②30kg未満小型魚の漁獲量を2002-2004年平均水準から半減、 

       ③30kg以上大型魚の漁獲量を2002-2004年平均水準から増加させないためのあらゆる可能な措置を実施 

IATTC：商業漁業の2015、2016年の漁獲上限3,300トンを原則とし、2年間の合計が6,600トンを超えないよう管理 

資源量、歴史的中間値等 

の更新 

資源量の回復予測 
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 2014年の親魚資源量は、約1.7万トンで、依然として歴史的最低水準付近であり、初
期資源量（＊）の約2.6％。 

 一方、1996年から続いていた減少傾向に歯止めがかかり、2010年以降は増加傾向。 
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  ８．太平洋クロマグロの親魚資源状況 

資料：ISCクロマグロ資源評価レポート（2016年） 

（*）初期資源量：資源評価上の仮定を用いて、漁業が無い場合に資源が理論上どこまで増えるかを推定した数字 



 加入量は大きく変動 
 2014年の加入量は極めて低水準。直近5年間の平均も、過去平均以下。 
 ただし、加入量モニタリング速報によると、2015年の加入量水準は、過去４年間の平

均付近で、2014年を上回る可能性が高いとの暫定的な結果が得られている。 
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  ９．０歳魚の加入（発生）状況 

資料：ISCクロマグロ資源評価レポート（2016年） 



10．将来予測（低加入を想定した場合） 

 WCPFCの保存管理措置は、「親魚資源量を2024年までに歴史的中間値まで60％以
上の確率で回復させる」ことを暫定回復目標としている。 

 現在の措置（小型魚半減等）を継続した場合、2024年までに歴史的中間値まで回復
する確率は69％。 

 比較のため、現行措置から、①小型魚漁獲10％削減、②大型魚漁獲10％削減、  
③小型魚漁獲・大型魚漁獲ともに10％削減、のシミュレーションも実施。 

  現行措置継続 
現行措置 

＋小型魚漁獲10%削減 

現行措置 

＋大型魚漁獲10%削減 

現行措置 

＋大型魚・小型魚漁獲10%削減 

歴史的中間値 

回復確率 
 69.3%  90.0%  75.3%  90.3% 

2014                2019               2024                 2029               3034 
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（トン） 

歴史的中間値 

現行措置継続 
 

現行措置 

＋小型魚漁獲10%削減 
 

現行措置 

＋大型魚漁獲10%削減 
 

現行措置 

＋大型魚・小型魚漁獲10%削減 

注：低加入（8,200千尾）で試算。 
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資料：ISCクロマグロ資源評価

レポート（2016年） 



11．北太平洋まぐろ類国際科学小委員会（ISC）管理勧告（主旨） 

 現在の措置を継続した場合、2024年までに親魚資源量が歴史的中間
値まで回復する確率は69％（ＷＣＰＦＣの暫定回復目標より上）。 

 ①小型魚の定義変更（現行30kg未満をより大型に）、若しくは、②漁
獲量の追加削減、を実施すれば、達成確率は更に上昇する。 

 小型魚漁獲10％追加削減の方が、大型魚漁獲10％追加削減よりも
資源回復の効果が高い。 

 親魚資源量が低水準にあること、加入の不確実性並びに資源量への
影響の重要性を考慮し、加入動向を迅速に把握するための、加入及
び親魚資源量のモニタリングを強化すべき。 

 暫定回復目標に用いられている「親魚資源量の歴史的中間値」の算
出について、①現在は固定されていない算出期間を特定すること、②
親魚資源状況の推定に用いられた方法（※）に統一すべき。 

（※）勧告された方法では、親魚資源量の歴史的中間値は約4.1万トン。現行措置を継続した場合、2024年
までに親魚資源量がこの水準以上に回復する確率は62％。 
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 資源評価毎に数値が変化 
２０１４年の資源評価･･･約４３，０００トン 
２０１６年の資源評価･･･約３８，０００トン 
 

 変化の原因は、①親魚資源量の更新、及び、②資源評価期間（歴史
的中間値は資源評価期間の中央値。資源評価期間が長くなれば、そ
れだけで数値が変化）。 

 

 原因②の対応として、ISCは、算出期間の固定（具体的には、1952年
～2012年と1952年～2014年の２案）を勧告。 
 

 
＊勧告された方法では、親魚資源量の歴史的中間値は約４１，０００トン。現行措置を継続した 
 場合、2024年までに親魚資源量がこの水準以上に回復する確率は62％。 
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補足：親魚資源量の歴史的中間値について 



２年間の商業漁業のモラトリアム 
 

 2034年までに親魚資源量を初期資源※の20％（約13万トン？）まで回
復させることを目標とすべき。 

 

 現行措置の継続では、今後20年間で資源回復目標を達成する確率
は１％未満。 
 

 現在の漁獲圧は、資源の持続可能な水準の３倍以上。 
 

 2018年までに適切な措置がとられない場合、ワシントン条約（ＣＩＴＥ
Ｓ）附属書への掲載により貿易を禁止。 

 

※初期資源量（Ｂ0 ）：PEW財団が目標として示しているＢ0とは、漁業が無かった時の処女資源量ではなく、資
源評価上の仮定を用いて、漁業が無い場合に資源が理論上どこまで増えるかを推定した数字。このため、
仮定が変わればＢ0も大きく変動し得る。 

12．NGO（ＰＥＷ財団）の提言（７月１９日公表） 
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 一般的なまぐろ類の長期管理目標は、 20％B0 （20％SSBcurrent, F=0）。 
 

 他方、以下の特徴を有する太平洋クロマグロについては、本目標の達
成は困難。 

① 資源として利用してきた歴史が長く、過去60年間で一度も20％
B0 に到達していない。 

② 大半の漁獲が小型魚。 
 

 そもそも、資源が20％B0まで回復した時に漁獲がどこまで増えるのか
は不明。 

 

 理論上、20％B0の達成は可能とされているが、現行措置実施に際して
の困難は考慮されていない（ex. 定置網漁業）。 

 

 長期管理目標を軽々に設定することにより、漁獲回復の見込みも不
明な中、現行措置の継続を強いられるおそれがある。 
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13．長期管理方策（長期管理目標）の問題点 
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万トン 

14．太平洋クロマグロ親魚資源量の推移 

資料：ISC資料と水産庁の推定に基づき作成。1970年以前の数字はより不確実性が高い 



Ⅱ．本年のＷＣＰＦＣ北小委員会にお
ける太平洋クロマグロを巡る議論 
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１．本年の国際会議の予定 

ＷＣＰＦＣ北小委員会では、以下の議論が行われる予定。このうち「緊急ルール」
については12月のＷＣＰＦＣ年次会合において、一定の結論が出される見込み。 
 

1. 資源評価結果に基づく現行措置のレビュー 

2. 長期管理方策※1の検討 

3. 緊急ルール※2の作成 

4. 漁獲証明制度※3の検討 
 

※1 暫定管理目標達成後の更なる管理目標や漁獲管理ルールの設定 

※2 加入量の著しい低下が発生した場合に緊急的に発動する措置 

※3 漁獲から最終消費地までの貨物の動きを記載した書類を政府が認証することにより、当該漁獲物が地域漁業管理機関の
保存管理措置を遵守したものであることを確認する制度 

８月29日 
  ～９月２日 

ＷＣＰＦＣ北小委員会  
(会合期間中にＩＡＴＴＣとＷＣＰＦＣ北小委員会の合同作業部会を開催） 

12月５日 
  ～12月９日 

ＷＣＰＦＣ年次会合 

主なスケジュール（2016年） 
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10月12日 
  ～10月14日 

ＩＡＴＴＣ年次会合（再開会合） 



【現行措置】 
 ＷＣＰＦＣ：①漁獲努力量を02-04年より増大しない、 

 ②30kg未満小型魚の漁獲量を2002-2004年平均水準から半減、 
 ③30kg以上大型魚の漁獲量を2002-2004年平均水準から増加さ

せないためのあらゆる可能な措置を実施 
 ＩＡＴＴＣ：商業漁業の2015, 2016年の漁獲上限3,300トンを原則とし、２年間の

合計が6,600トンを超えないよう管理 
 

【将来予測】 
 現在の措置を継続した場合、2024年までに歴史的中間値以上に回復する確
率は69％（ＷＣＰＦＣの暫定回復目標より上）。 
 
他方、ＰＥＷは、現在の資源水準が歴史的最低水準に近いことから、漁獲の
一時停止を要求。 
 
韓国は、30kg以上の大型魚の漁獲が許容されていないが、本年470トン漁獲し
ており、来年以降、一定量の大型魚の漁獲が認められるよう主張すると予想。 

２．資源評価結果に基づく現行措置のレビュー 
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３．長期管理方策 

 2014年のＷＣＰＦＣにおいて、暫定管理目標達成後の長期管理目
標（いつまでに、どこまで資源を回復させ、その後維持していくか）
とそのための漁獲管理ルール（資源量の変動に応じて、あらかじ
め決めておいた管理措置を発動するルール）を議論（注）していくこ
とに合意。 

 

（注） 目標管理基準値（長期的に維持すべき資源の水準）、管理基準閾値（資源量がこ
れ以下となった場合、管理措置を段階的に強化する水準）、限界管理基準値（資源
量がこれ以下となった場合、禁漁を含む厳しい措置をとる水準）の３つを含む。 
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資源量 

漁獲死亡係数 

F MSY 

目標管理基準値 
（漁獲死亡係数ベース） 

管理基準閾値 
（資源量ベース） 

限界管理基準値 
（資源量ベース） 

資源が管理基準閾値以上存在する場合、 
漁獲死亡係数は一定（目標管理基準値）で管理 

資源が管理基準閾値以下の場合、 
漁獲死亡係数を段階的に削減 

資源が限界管理基準値以下の
場合、漁獲死亡係数を０にする

（禁漁） 

４．漁獲管理ルールの例 
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（１） 資源回復計画に関する提案 
 暫定目標：2024年までに親魚資源量を歴史的中間値（約4.3万ﾄﾝ？）まで回復 
 最終目標：2030年までに親魚資源量を20％B0（20％SSBcurrent F=0）まで回復（約1.7

万ﾄﾝ→約13万ﾄﾝ？） 
 長期目標達成に向けた方策を検討するため、様々な漁獲管理ルールの下での将

来予測の実施をＩＳＣに対し要請 
 漁獲管理ルールの一つとして、中西部太平洋と東部太平洋の漁獲インパクトを75：

25とする措置の実施を提案 
→漁獲を削減する際は西でより大きく、東でより小さく 
→漁獲を増大する際は西でより小さく、東でより大きく 

 
東部太平洋漁業 

西部太平洋沿岸漁業 

西部太平洋まき網漁業 

（大型魚対象） 
西部太平洋まき網漁業 

（小型魚対象） 
西部太平洋
はえ縄漁業 

14.4% 

32.0% 

  5.3% 

47.0% 

  1.3% 

５－１．長期管理方策に関する北小委員会への米国提案① 
イ

ン
パ

ク
ト

の
割

合
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2014年の漁獲イン
パクト割合は86：14 

インパクト75：25 



（２） 親魚資源量が２０％B0（20％SSBcurrent F=0）に回復した後の措置 

 管理目標は最大持続生産量達成可能な水準に資源量を維持。 

 限界管理基準値は15％B0（SSBcurrent F=0 ）（約10万ﾄﾝ？）。 

 目標管理基準値は引き続き検討。 

 資源量が限界管理基準値を割り込むリスクを低くするための保存管
理措置の実施。 

 資源量が少なくとも50％の確率で限界管理基準値を割り込んだ場
合、北小委員会は、資源を10年以内に50％以上の確率で少なくとも
20％B0（SSBcurrent F=0）まで回復させる保存管理措置を勧告。 

５－２．長期管理方策に関する北小委員会への米国提案② 
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 条約※1上、最大持続生産量（ＭＳＹ）※2を実現する資源量が原則として
最終目標。 
 

 他のまぐろ類においては、20％B0 （SSBcurrent F=0）がMSYを実現する資
源量の近似値として用いられているが、太平洋クロマグロにとって、こ
の水準は1952年以降、過去60年間で一度も経験したことの無いもの。 

 

 そもそも、 B0 （SSBcurrent F=0）とは、漁業が開始される前の処女資源量
ではなく、漁業が無いと仮定して場合に親魚資源がどこまで増えるか
計算された推定値。このため、1952～2014年の60年間でも約44万～
約86万トンと大きく変動（更に、将来も変動）。従って、これをベースとし
た基準値（ 20%B0）も変動（約９万トン～約17万トン）。 

 

※1WCPFC条約第五条（保存及び管理の原則及び措置）に基づけば、メンバーは、環境上及び経済上の関連
要因、更には漁獲の様態や国際的な最低限度の基準を考慮して、最大持続生産量（MSY）を実現すること
のできる水準に資源量を維持し、又は回復するための措置をとる必要がある。 

※2Maximum Sustainable Yield: その資源にとっての現状の生物学的・非生物学的環境条件のもとで持続的に
達成できる最大（あるいは高水準）の漁獲量 

６－１．長期管理方策についての日本の考え方（１） 
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漁業が無いと仮定した場合の親魚量 

実際の親魚量 

漁業が無いと仮定した場合の親魚量の20% 

万トン 

太平洋クロマグロ親魚資源量の推移（再掲） 

資料：ISC資料と水産庁の推定に基づき作成。1970年以前の数字はより不確実性が高い 25 



 過去に経験したことの無い指標である20％B0 （SSBcurrent F=0）を目標と
し、そこまでの到達期間を設定すれば、不必要に厳しい規制を継続し
なければならなくなるおそれ。 
 

 過去の資源動向、加入の動向、漁業者への影響なども踏まえてまず
は中間目標を立て、段階的な資源量の増加を目指すことが現実的。 
 

 そのため、長期管理方策の策定においては、資源回復の状況に応じ
て、漁獲枠の増加等が考慮されるべく、慎重に対応する必要があり、
関係者と相談しつつ、進めていくべき。また、資源動向の特性を踏ま
えた柔軟な漁獲管理ルールを長期管理目標・中間目標と併せて検
討。 
 

 加えて、親魚資源量の回復に応じて漁獲可能量を増大させるために
は、漁獲対象を小型魚から大型魚にシフトする必要があり、この点は
社会経済的観点から議論。 
 

６－２．長期管理方策についての日本の考え方（２） 
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７．緊急ルール 

昨年（2015年）のＷＣＰＦＣにおいて、2016年に緊急ルールの
内容を決定することに合意。 
 現行措置（暫定管理目標の設定と漁獲削減）により、暫定

回復目標までの資源回復の道筋は示されている状況。 
 一方、万が一加入崩壊（加入が著しく少ない状況が継続）

の可能性が生じた場合のセーフガードとして「緊急ルール」
が必要。 

 緊急ルールに関する日本提案（概要は次スライド） 

 
歴史的に経験したことのない程の低い加入量が継続した場
合に、①短期的には親魚のこれ以上の減少を防ぎ、②中長
期的には未成魚から親魚への加入を促進するという観点か
ら、相当厳しい措置を発動すべきとの議論になる可能性。 

27 



基本的考え方 
2016年資源評価結果よれば、 
 加入量は毎年大きく変動。 
 1980年以降の加入量を見ると、1992年に456万尾、1993年に437万

尾と２年連続で非常に低い水準が続いたものの、その後回復。 
 1992年、1993年の加入量水準が三年連続で続いた経験はなし。 

 

提案の骨子 
（１）発動要件 

過去に経験したことのない低水準の加入量（年間約450万尾以
下）が三年連続で発生したこと。 

（２）発動措置 
 発動要件を満たした翌年から二年間漁獲を更に削減すること。 

（削減方法・程度については北小委員会で議論） 

８．緊急ルールに関する日本提案 
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９． 漁獲証明制度 

大西洋クロマグロは2008年から、ミナミマグロは2010年
から導入。太平洋クロマグロについては、ＷＣＰＦＣ及
びＩＡＴＴＣにおいて、重要課題。 

 

我が国に輸入される太平洋クロマグロについても、輸入
先国・地域が行っている漁獲管理・蓄養管理のモニタリ
ングを強化する必要。 

 

 漁業の実態を踏まえつつ、漁獲モニタリング等既存の仕組み
を活用し、関係者の負担を最小限にすることを目指す必要。 

30 



Ⅲ．国内の管理の方向性について 
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１－１．これまで出された意見と対応状況① 

これまで出された主な意見 対応状況 

・大型魚も小型魚同様、管理すべき 
・産卵期規制を強化すべき 

・ＩＳＣでは、クロマグロ資源に関し、産卵期という特定の
期間に限定せずに、小型魚から大型魚まで、現在の漁
業が年間を通じて資源にどのような影響を与えているの
かを解析している。 
・その結果、太平洋クロマグロでは、0、1才魚の小型魚
の漁獲が資源に最も大きな影響を与えており（総漁獲尾
数の9割以上）、小型魚の漁獲削減が資源増大に向けた
最優先課題で、そのうえで増大を確実にするため、親魚
の漁獲を増大させないことが重要との認識で管理勧告
を行っている。 
・この資源評価に基づき、WCPFCで小型魚、大型魚それ
ぞれの漁獲規制が決定されており、これに従えば高い
確率で資源が回復されることもISCで確認されている。我
が国はこの規制を誠実に遵守し、小型魚4,007トン、大型
魚4,882トンを漁獲上限として管理を行っているところで
ある。 
・さらに、このような国際約束に加え、大中型まき網漁業
は自主的に、日本海産卵期の６～８月の漁獲量1,800ト
ンとし、さらに8月の操業を自粛しているところである。 

１．大型魚や産卵期規制 
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１－２．これまで出された意見と対応状況② 

これまで出された主な意見 対応状況 

・大中型まき網漁業の自主規制の産
卵期操業について、小型魚の管理同
様、公的規制にすべき。 

・小型魚の管理も、産卵期操業の管理も、現時点
では法律的には罰則のない自主規制として実施。 
・大型魚を含む公的規制の導入については、漁
獲可能量制度を念頭においた「くろまぐろ型の数
量管理」の試行を行いながら検討中。 

・経営規模の大きいまき網から、管
理に取り組むべき 

・まき網は、沿岸漁業の漁獲量管理が開始され
た平成27年に先立つ、平成23年からＷＣＰＦＣの
管理開始に合わせ漁獲量管理を開始している。 

・沿岸に影響が出ないよう、まき網の
みで国際合意を達成すべき 

・沿岸漁業でも相当量の漁獲がある状況。 
・国際合意である小型魚の半減は大変厳しい内
容であり、クロマグロを漁獲する全ての漁業者の
協力が必要。 

２．まき網と沿岸漁業 
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１－３．これまで出された意見と対応状況③ 

これまで出された主な意見 対応状況 

・漁獲上限は、まき網と沿岸で半々
ではなく、まき網がもっと取り組むべ
き 

・過去の実績で漁法別に半減すると、まき網
2,273トン、その他漁業1,735トンとなるが、まき網
を大幅に削減し2,000トン(△56%)とし、その他漁業
2,007トン(△42%)としている。 

・定置網は待ちの漁業であり、狙って
獲る漁船漁業とは異なることに配慮
すべき 

・ある地域だけで考えると、来遊状況により漁獲
が大きく変化することから、全国一本の定置網の
共同管理を新設。 

・地域や時期によっては、クロマグロを主漁期とし
て操業しているものがあり、この時期は漁船漁業
同様、漁獲が積み上がる場合は、網上げ休漁が
必要。 

・定置網の年間漁獲量に占めるクロ
マグロの割合は数％に過ぎず、この
ために、サケやブリなどの盛漁期に
網上げ休漁を行うことはできない。 

・定置網全体で見ると相当量漁獲されている状況。 

・国際合意の達成には、全ての漁業者が漁期に
合わせ、何らかの管理の取組みを行う必要。 

・来遊や漁獲状況の変化等による不確実性に柔
軟に対応しつつ、不公平感なく行える枠組みを検
討中。 

３．定置網の管理 
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１－４．これまで出された意見と対応状況④ 

これまで出された主な意見 対応状況 

・定置網でクロマグロの漁獲を止める
には、網上げ休漁となり、その場合、
全ての水揚げが止まり、地域経済へ
の影響が大きい 

・定置網の共同管理や、漁期毎の管理手法、現在
検討中の来遊状況の変化等による不確実性に柔
軟に対応するための枠組みなどを検討中。 

・定置網におけるクロマグロの漁獲回
避技術の開発を行うべき 

・農水省技術会議事務局の予算を活用して、定置
網に入網したクロマグロ幼魚の放流技術の開発に
関する調査・実験がなされており、引き続き取り組
んでいきたい。 

・まき網による天然の養殖用種苗の
管理も行うべき 

・小型魚の管理の中には養殖用種苗の採捕も含
まれており、くろまぐろ型の数量管理の徹底を図っ
ていきたい。 

・天然の養殖用種苗によるクロマグロ
養殖が野放図に増えないよう管理す
べき 

・農水大臣指示により、天然種苗の活込尾数が平
成23年より増加するような養殖漁場の新たな設定

を行わないこととし、併せて、養殖業者に対し養殖
実績の報告を義務づけているところ。 
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１－５．これまで出された意見と対応状況⑤ 

これまで出された主な意見 対応状況 

・日本のみならず、韓国や台湾なども
管理を行うべき 

・国際合意に基づき、韓国や台湾、アメリカ、メキ
シコなどクロマグロを漁獲する関係国等が、我が
国同様、小型魚の半減などに取り組んでおり、引
き続き、国際的対応を積極的に進めていきたい。 

・遊漁についても、管理の対象とす
べき 

・遊漁においても、漁業者の操業自粛に歩調を合
わせていくこととしており、水産庁ホームページの
ほか、釣りに関する番組や、釣り人が多く集まる
場等で、リーフレットを活用しながら協力を呼びか
けながら対応を進めているところ。 

５．その他 
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太平洋北部 

日本海西部 

日本海北部 

太平洋南部・瀬戸内海 

九州西部 

87トン【漁獲上限150トン】 

○30キロ未満小型魚の漁獲量 

561トン【漁獲上限625トン】 

524トン【漁獲上限346トン】 

208トン【漁獲上限392トン】 

736トン【漁獲上限1,269トン】 

北海道、青森、岩手、宮城、 
福島、茨城 

千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、和歌山、大阪、兵庫、岡山、
広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、大分、宮崎 

山口、福岡、佐賀、長崎、
熊本、鹿児島、沖縄 

福井、京都、兵庫、
鳥取、島根 

北海道、青森、秋田、山形、
新潟、富山、石川 

・大中型まき網漁業            923トン【漁獲上限2,000トン】（H27.1.1～12.31の間） 

・近海竿釣り漁業等             13トン【漁獲上限  106トン】（H27.1.1～12.31の間） 
  近海竿釣り漁業           0トン 
  かじき等流し網漁業等       13トン 

・沿岸漁業（曳き縄、定置網等）2,115トン【漁獲上限2,810トン】(H27.1.1～H28.6時点) 

※この漁獲状況は現時点でのとりまとめであり、引き続き最新情報に更新されていきますので御留意ください。 

※単位未満を四捨五入しているため内訳と計が一致しない場合があります。 

○30キロ以上大型魚の漁獲量 3,680トン【漁獲上限4,882トン】（H27.1.1～12.31の間） 
 

＊操業自粛要請（平成27年11月13日） 

＊警報（平成28年４月８日） 

２－１．第１管理期間（H27.1～H28.6まで）の漁獲結果について 
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２－２．我が国の大型魚・小型魚（30kg未満）別漁獲状況 

※国際水産資源研究所による推定値。 

トン 

年 

            

まき網全体 

            

はえ縄全体 曳き縄 竿釣り 定置網 その他 

漁業種類 

総計 
大型魚を漁獲するまき網 

小型魚を漁獲
する 

はえ縄(遠洋・近海) 
はえ縄(沿岸) 

合計 

太平洋 日本海 まき網 赤道以北 赤道以南   

小型魚 大型魚 小型魚 大型魚 小型魚 大型魚 小型魚 大型魚 小型魚 大型魚 小型魚 大型魚 小型魚 大型魚 小型魚 大型魚 小型魚 大型魚 小型魚 大型魚 小型魚 大型魚 小型魚 大型魚 小型魚 大型魚 

1994 126 6,525   694 786   912 7,219   238   20   968   1,226 4,111   162   637 522 344 54 6,165 9,021 15,186 

1995 36 4,801   496 13,575   13,611 5,297   107   10   571   688 4,778   270   1,594 266 487 99 20,740 6,350 27,091 

1996 2,489 2,601   450 2,104   4,593 3,051   123   9   778   910 3,640   94   898 251 255 315 9,480 4,527 14,008 

1997 2,823 2,606   708 7,015   9,838 3,314   142   12   1,158   1,312 2,740   34   666 138 333 478 13,610 5,242 18,852 

1998 719 1,670   326 2,676   3,395 1,996   169   10   1,086   1,265 2,876   85   403 471 291 409 7,049 4,142 11,191 

1999 1,293 9,747   579 4,554   5,847 10,326   127   17   1,030   1,174 3,440   35   902 195 399 309 10,624 12,004 22,628 

2000 900 6,546   747 8,293   9,193 7,293   121   7   832   960 5,217   102   701 424 233 456 15,445 9,132 24,577 

2001 586 2,313   239 4,481   5,067 2,552   63   6   728   797 3,466   180   1,241 125 297 486 10,251 3,960 14,212 

2002 193 3,131   599 4,981   5,174 3,730   47   5   794   846 2,607   99   1,008 92 422 210 9,309 4,877 14,186 

2003 183 203   571 4,812   4,995 774   85   12   1,152   1,249 2,060   44   648 191 205 241 7,951 2,455 10,407 

2004 143 2,692   2,100 3,323   3,466 4,792   231   9   1,616   1,856 2,445   132   660 235 82 432 6,785 7,314 14,099 

2005 155 185   3,694 8,783   8,938 3,879   107   14   1,818   1,939 3,633   549   1,509 673 167 381 14,796 6,872 21,668 

2006 1,352 280   2,012 5,236   6,588 2,292   63   11   1,058   1,132 1,860   108   991 430 280 498 9,828 4,350 14,178 

2007 124 718   2,123 3,875   3,999 2,841   83   8 72 1,607 72 1,698 2,823   236   1,142 361 249 408 8,520 5,308 13,828 

2008 1 0   3,028 7,192   7,193 3,028   19   8 131 1,240 131 1,267 2,377   64   1,739 619 380 390 11,885 5,304 17,189 

2009 33 795   1,299 5,950   5,983 2,094   8   7 138 935 138 950 2,003   50   1,274 962 257 319 9,705 4,325 14,030 

2010 49 21   1,052 2,620   2,669 1,073   5   6 160 724 160 735 1,583   83   1,289 314 157 337 5,941 2,459 8,400 

2011 16 305 114 1,792 6,113   6,243 2,097   9   11 108 720 108 740 1,820   63   763 888 108 175 9,104 3,900 13,004 

2012 3 198 170 671 1,419   1,592 869   6   8 266 401 266 415 570   113   1,393 539 167 176 4,101 1,999 6,100 

2013 0 279 226 1,502 763   989 1,781   7   7 235 543 235 557 904   8   1,020 395 142 387 3,298 3,120 6,418 

2014 0 47 203 2,000 3,206   3,409 2,047       111 603 111 603 1,023   5   1,375 532 155 344 6,078 3,526 9,604 

02-04年
の平均 

173 2,009  1,090 4,372   4,545 3,099   121   9  1,187  1,317 2,371   92   772 173 236 294 8,015 4,882 12,897 

38 



昨年 今年 

【明らかとなった課題】 ・定置網は広域の共同管理（参加に同意し
た県のみ） 

・定置網の共同管理以外の定置網とその他
の漁業は６つのブロック管理 

小型魚4，007トンを 

①知事管理分は６ブロックに分
けて管理 

②大臣管理分は、大中まきと近
海竿釣りなど漁法ごとに管理 

・管理数量は今までと同じ 

・管理区分、方法は昨年を基本に課題を改善 

※自主管理（罰則はなし） 

・漁場の偏りにより、特定の地
域で漁獲枠の消化が進む状
況。 

（平成27年は北を中心に漁獲） 

・特に定置網について、枠を超
えるなど管理が難しい。 

・都道府県毎に管理計画を作成。同計画に
基づき、漁期や漁獲状況に対応した管理方
式を検討（漁業者） 

☆取組状況を踏まえながら資源管理法に
よる管理を検討 

３－１．第２管理期間のくろまぐろ型の数量管理① 
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３－２．第２管理期間のくろまぐろ型の数量管理② 

国の基本計画 

【漁獲可能量】 
・小型魚：4,007トン 
・大型魚：4,882トン 

資源管理実施のガイドライン 

【大臣管理分】 
・まき網 2,000トン 
 近海かつお・まぐろ漁業 62トン、流し網 44トン 

【知事管理分】1,901トン 
・ブロック管理、定置網の共同管理 

九州西部 

日本海西部 

日本海北部 

地域毎に漁期や漁獲状況に対応した管
理方策をルール化 

ＷＣＰＦＣ保存管理措置 

都道府県計画 

知事管理量を遵守するための取組み 

漁業者による自主的取り決め 
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定置網の共同管理 

太平洋北部 

太平洋南部・瀬戸内海 

【295.7トン】 

【41.7トン】 

【236.6トン】 

【76.7トン】 

【728.9トン】 

【482.1トン】 

＊その他（水産庁やブロックの留保枠）39.3トン 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

◎WCPFCの管理年
1/1～12/31

○まき網・流し網
竿釣り
1/1～12/31

○６ブロック
・7/1～6/30

H27年（2015年） H28年（2016年） H29年（2017年）

第１管理期間 第２管理期間 第３管理期間
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３－３．管理期間について 

 
   

○ 沿岸漁業は、本年７月１日から来年６月３０日までの第２管理期間
が開始。 

 ＊大中型まき網漁業等の第２管理期間は、本年１月１日から１２月31
日まで。 

【管理期間】 



 
   

４－１．定置網の共同管理について① 

○地域間の漁獲の偏りに弾力的に対応できるよう定置網の共同管理を
実施。 

○参加する都道府県は17道府県で、共同管理枠は482.1トン。 
 ＊共同管理に参加しない都府県はこれまで同様、ブロック内の単県やグループで管

理を実施。 

太平洋北部 日本海北部 太平洋南部 
瀬戸内海 

日本海西部 九州西部 

定置網の共同管理 

※定置網の共同管理に参加する17道府県 
北海道、青森県（太平洋北部）、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、千葉県、 
新潟県、富山県、石川県、福井県、京都府、兵庫県（日本海西部）、鳥取県、 
佐賀県、宮崎県及び鹿児島県 

サブグループ（東グループ） サブグループ（西グループ） 

○ 共同管理では、三期別の上限目標を設け、サブグループにより連絡
体制を密にしながら、管理を実施。 
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時期 放流 休漁日 網起こしの回数減や
網上げ休漁等 

7月 ○ 
*10キログラム未満 

○ ○ 
*突発的漁獲の確認以降 

8月～10月 ○ 
*30キログラム未満 

○ ○ 
*突発的漁獲の確認以降 

11月～1月 ○ 
*30キログラム未満 

なし なし 

4月 ○ 
*30キログラム未満 

なし なし 

5月～6月 ○ 
*10キログラム未満 

○ 
 

○ 
*突発的漁獲の確認以降 

その他 ○ 
*目安の9割5分を超過した場合 
*30キログラム未満 

追加的取組を検討 
*なお漁獲が積み上がる
場合 

４－２．定置網の共同管理について② 

Z県の場合 

【
ク
ロ
マ
グ
ロ
が
主
】 【主
以
外
】 

【ク
ロ
マ
グ 

ロ
が
主
】 
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 ５－１．ブロックごとの管理の概要 

日本海北部 

・単県 青森県215.2トン 
 

・グループ 北海道、秋田県、山形県、    
      新潟県、富山県、石川県     
      80.5トン  
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太平洋北部 

・単県 福島県7.9トン 茨城県18.9トン 
 

・グループ 北海道、青森県、岩手県、  
      宮城県 14.9トン 

太平洋南部 
瀬戸内海 

・単県 千葉県38.8トン、神奈川県31.9トン 
     静岡県23.5トン、和歌山県22.3トン 
     愛媛県7トン、  高知県62.8トン 
     福岡県0.3トン 
 

・グループ 東京都、愛知県、三重県、大阪府      
        兵庫県、岡山県、広島県、山口県 
        徳島県、香川県、大分県、宮崎県 
                 50.0 トン 

日本海西部 

・単県 島根県72.0トン 
 

・グループ  福井県と京都府2トン  
        兵庫県と鳥取県2.7トン  

九州西部 

・単県 長崎県632.3トン  
    山口県83.4トン 
 

・グループ 福岡県、佐賀県、熊本県 
      鹿児島県、沖縄県 
      13.2トン 

【295.7トン】 

【76.7トン】 

【41.7トン】 

【236.6トン】 

【728.9トン】 
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大中型まき網漁業 

近海竿釣り漁業等 

【小型魚（30㎏未満）】 
 ・大中型まき網全体で年間の総漁獲量が次の数量を超えないよう管理。  
   2011～2013年：5,000トン（05-09年比約22％削減）  
        2014年：4,250トン（05-09年比約34％削減） 
      2015年～：2,000トン(05-09年比約69%削減)  

【小型魚（30㎏未満）】 
近海竿釣り漁業（指定漁業）、東シナ海等かじき等流し網漁業（特定大臣許可漁業）
及びかじき等流し網漁業（届出漁業）全体で、年間の総漁獲量が106トンを超えない
よう管理。 
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【大型魚（30㎏以上）】 
 ・大中型まき網全体で、年間の総漁獲量が3,098トンを超えないよう管理。 
 ・日本海大中型まき網業界の自主規制として、日本海の産卵期（6～8月）の総漁獲量 
  が1,800トンを超えないよう管理。 また、8月の操業を自粛。  
   ※ 日本海産卵期漁獲実績： 
      1,796トン（2011年）、702トン（2012年）、1,560トン（2013年）、 
      1,918トン（2014年）、1,780トン（2015年） 

５－２．大臣管理漁業の管理の概要 



 
   

６．今後の検討の課題（定置網の共同管理やそれ以外の漁業） 

○ 共同管理の仕組み等により定置網でも可能な管理の取り組みを徹
底していく必要。 

 

○ 取り組みを徹底してもなお漁獲が積み上がった場合、完全にクロマ 
 グロの漁獲を止めるためには休漁となってしまうが、休漁となると、定 
 置の水揚げが全部ストップしてしまい、地域経済にも影響のおそれ。 
 

○ 枠を超えてしまうと、結果としては、資源管理をしている他の漁業者 
 の枠を減らしてしまうことに・・・・。そして、それが日本全体で積み上が 
 ると我が国の上限4,007トンを超え、国際約束の遵守が困難に・・・・。 

＊地域の内外を問わず何らかの形で調和が必要。 

やむを得ず操業せ
ざるを得ない漁業 

操業の調整が一定
程度可能な漁業 調和 
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◇漁獲モニタリング（漁獲実績報告） 
  養殖用種苗を含む太平洋クロマグロの漁獲実績は、大中型まき網漁業者や沿岸くろ
まぐろ漁業者より、それぞれ報告され、漁獲モニタリングにより水産庁ホームページ「く
ろまぐろの部屋」で公表。 

◇養殖場への活込み状況 
  養殖場への活込み状況については、養殖業者がクロマグロ養殖の実績を報告。 

両者には差（漁獲＜活込み）があることから、改善が必要 

2015年 漁業者報告 養殖業者報告 差 誤差率 

大中型まき網漁業 14.8万尾 14.9万尾 △１千尾 △１％ 

沿岸くろまぐろ漁業 20万尾 24.4万尾 △４万尾 △18％ 

2014年 漁業者報告 養殖業者報告 差 誤差率 

大中型まき網漁業 14.6万尾 15.2万尾 △6千尾 △4％ 

沿岸くろまぐろ漁業 5.5万尾 6.5万尾 △1万尾 △15％ 
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◎大中型まき網漁業：ステレオビデオカメラ等の導入 
◎沿岸くろまぐろ漁業：漁獲実績報告の徹底 

※平成28年７月現在。 
  2015年の養殖業者報告は   
  速報値とは異なる。 

７．漁獲モニタリングの改善方向について 


